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北広島市

整理番号 18-2

　北広島市社会福祉法人の助成に関する条例
　北広島市社会福祉施設運営費補助要綱

目　　的

意　　図

社会福祉協議会補助事業事務事業名 内線８００

課長職名 平成２０年７月１日作成日

施策）

根拠法令等

地域福祉

安全で安心のできるまち

　平成２０年度事務事業評価調書（継続用）

１　計　画　（プラン）

上位施策との関連 章

別紙１

S30

人

総事業費÷総利用者数

【指標の定義（算式等）】

人

11,698

47資金貸付・心配ごと相談利用者

計

一人当たりの事業費

82

円
【指標の定義（算式等）】

50

3,600 3,700

12,075

50

④＝②×③ 180180

9,0009,000

その他特財 3,259

道支出金

44,679

180

18年度

指　　　　　標　　　　　値

19年度単位 21年度（目標）20年度（目標）

650620

人

人

650595 600 630

623 599

　総　事　業　費 ①＋④ 39,456 46,178

3,504 3,432

11,260 13,455

指　　　標　　　名

人  件  費
（概算）

②人　数（年間）

③1人当り年間平均人件費

【事務事業を評価する指標（ものさし）】

0.02

9,000

180

42,111

0.02

9,000

 活動指標
(事務事業の
 活動量や実
 績）

 成果指標
(目的の達成
 度を測るも
 のさし）

在宅福祉サービス利用者

地域福祉推進事業

ボランティアセンター活動事業

44,499

区　　　　分

0.02 0.02

39,276 45,998①合　計 41,931

地方債

一般財源

3,259

42,73936,017 38,672

【事業費の推移】

18年度（決算）

中西敏夫

作成部署 保健福祉部福祉課

部長職名 三上正美

国支出金

20年度（予算）

直接事業費

21年度（予定）19年度（決算）

（単位：千円）

２　実　施　（ドゥ）

〃  終了予定年度

節

対　　象
(誰､又は何を)

19
年
度
ま
で

20
年
度

事務区分

（総合計画での
  位置付け） 施策

(何をねらっている
 のか。対象をどの
 ような状態にした
 いのか)

■自治事務　　□法定受託事務　

事務事業開始年度

(ここから成
 果指標を導
 きます）

手　　段

(ここから成
 果指標を導
 きます）

 市が行った
(行う)事務事
業の具体的な
実施内容
（※団体補助
等の場合はそ
の補助金によ
る団体の活動
内容を記載）

41,240

　地域福祉の増進を図るため、社会福祉協議会の運営・事業に要する経費を補助
する。
　・支援が必要な高齢者や障害者などへのサービスの充実
　・ボランティアの育成及び活動支援
　・事務局体制の充実強化

3,259

　【社会福祉協議会の事業内容】
　・在宅福祉事業（配食・おむつ・テレホン・訪問理容・除雪サービスなど）
　・地域福祉推進事業（療育キャンプ・手話通訳育成・地域福祉実践計画）
　・心配ごと相談事業（相談所の開設・地域福祉権利擁護）
　・ボランティアセンター活動事業(ボランティア研修･相談、派遣･交流会･団体助成など)
　・資金貸付事業(福祉金庫・生活福祉資金)　・共同募金事業(赤い羽根･歳末たすけあい)

3,259

　【社会福祉協議会の事業内容】
　・在宅福祉事業（配食・おむつ・テレホン・訪問理容・除雪サービスなど）
　・地域福祉推進事業（三世代交流・療育キャンプ・手話通訳育成・地域福祉実践計画）
　・心配ごと相談事業（相談所の開設・地域福祉権利擁護）
　・ボランティアセンター活動事業(ボランティア研修･相談、派遣･交流会･団体助成など)
　・資金貸付事業(福祉金庫・生活福祉資金)　・共同募金事業(赤い羽根･歳末たすけあい)

　北広島市社会福祉協議会

地域福祉推進体制の充実

2,204 2,186 2,300 2,350



□

□

□

■

□休・廃止
□終了

３　評　価　（チェック）

□拡大重点化
□現状継続
□見直し
□統合

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か。
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か。
　（手段有効度合）

　市と社会福祉協議会が連携・協力し、地域福祉
の向上を図っていくべきものであり、妥当性があ
る。
　また、企業や市民は賛助会費という形で参画し
ている。

　利用者の急激な増はないが、毎年着実に地域福
祉の向上に向け在宅福祉サービスやボランティア
の育成などが図られている。

4

妥
当
性

選択理由、説明等
評
点

チェック項目

整理番号 18-2

[※参考]

今後の方向性（課題と解決方法等）

■現状継続
□見直し

今後の方向性

【外部評価】

【２次評価】

前年度の
２次評価

判　　定

現状継続

今後の方向性

　１次評価のとおり。
　（少子高齢化が急速に進むなか、ますます地域福祉の重要性が増し、市民との協働
による福祉活動の必要性とニーズが高まっている。今後とも、市と社会福祉協議会の
連携のもとに地域福祉の増進を図っていく必要がある｡）

外部評価
委員会の
総合判定

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

民間等で実施または協働して取り組むべきである。
民間活力の活用性評価
（事業担当部局が評価）

□統合

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

４　総合判定と今後の方向性（アクション）

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

□見直し

4

 法律で実施が義務付けられている事務事業か

3

・投入した予算や人員に見合った効果が得られてい
　るか。（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか。
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

4
効
率
性

・市民や社会の要求に合致しているか。
・上位施策を達成するために必要な事務事業か。
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か。
　（公共性・公益性の度合）

公
平
性

有
効
性

　地域に根ざした社会福祉協議会に対し、市から
の委託や補助により事業を進める現在の方式は十
分効率的と考える。

・受益者負担は適正か。
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏っ
　ていないか。

　地域福祉及びボランティア関係事業については、一部
受益者負担を求めている。
　一方、在宅福祉サービスは社協が福祉活動を展開し
て、市民に利益を与えるものであり受益者負担にはなじ
まない。

評点区分 　　４　適切　　　　３　概ね適切　　　　２　改善の余地がある　　　　１　不適切

　　□有　　　　■無

【１次評価】

□拡大重点化
■現状継続

　 事務事業担当
　 部局の総合判定

今後の方向性

　 内部評価委員会
   の総合判定

　少子高齢化が急速に進むなか、地域福祉の重要
性が増し、市民との協働による福祉活動の必要性
が高まっている。
　今後とも、市と社会福祉協議会の連携のもとに
地域福祉の増進を図っていく｡

　１次評価のとおり。

□休・廃止
□終了

□統合
□休・廃止
□終了

□拡大重点化



 構成員(団体)数 （20年3月末現在）　不明

3,071

6,131

□運営費のみに充当 □事業費のみに充当
補助金等の充当
状況（19年度）

事務局の状況
（19年度）

0繰越金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 6,072 4,968

73,201

82,218

 補助・交付金の対象経費（項目）

設立年 昭和30年

補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書
整理番号 18-2

交付先の名称
及び代表者名

　社会福祉法人　北広島市社会福祉協議会　会長　川島光行

■運営費・事業費の双方に充当

％99 ％ 99 97

人件費、事業費 人件費、事業費 人件費、事業費

54 ％ 60 ％ ％

3,514

％

46,451

77,250

50

84,526

5,279 5,401

別紙２ 付　　　　　表

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 　北広島市社会福祉協議会補助金

＜継続用＞

１９年度 (決算)

8,353

37,298

7,471 6,783 9,320

34,382 41,232

7,679その他

人件費

事務費

28,993

84,526

事業費

収　入　合　計 （Ｂ）

21,228 20,885

79,273

7,458 5,916

【交付先団体等の決算･予算の状況】

収　　入

41,931本市補助･交付金の額（Ａ）

寄付金・共同募金配分収入

２０年度 (予定)

45,998

5,143

8,734

5,183

3,803

会費

14,498

5,528

4,160事業収入

（単位：千円）

受託金収入 16,631

5,443

１８年度 (決算)区　　　　分

14,152

39,276

助成金 5,176

支　出　合　計 （Ｃ）

4,944その他

 全体支出に対する本市補助・交付金の

 割合　　  （Ａ）÷（Ｃ）

 交付先団体等の
 活動目的

 交付先団体等の
 活動内容

　市内における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会
福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の増進を図る｡

　・社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
　・社会福祉に関する活動への住民参加のための援助
　・社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
　・保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業の連絡
　・共同募金事業への協力　・ボランティア活動の振興　・生活福祉資金貸付事業

■補助団体にある □市役所にある

支　　出

補助・交付金の算出根拠 　人件費全額　事業費定額

43,423
　 （Ｄ）

 対象経費に対する補助・交付金の割合

 補助・交付金の対象経費（金額）
39,554

（Ａ）÷（Ｄ）


